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令和４年第６回仁木町教育委員会定例会会議録 
 
 令和４年６月３日、仁木町役場｢委員会室｣において、第６回仁木町教育委員会定例会

を開催。 

●出 席 委 員  岩井教育長、加藤教育長職務代理者、関井委員、関委員 

 

 

                       

●会議に参与した者  菊地次長、濱田主幹 

 

岩井教育長 

 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

関井委員 

 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

 

関井委員 

岩井教育長 

 

 

 

関井委員 

岩井教育長 

 

関井委員 

 午後６時 00 分、開会を宣言。出席者は教育長及び教育委員３名であり、

過半数に達しており、会議は成立した旨を宣する。 

 日程第１、会期決定を上程。会期は、本日１日限りとする旨を宣する。 

 日程第２、会議録承認を上程。 

 異議なきかを問う。 

 なし。 

 日程第２、会議録承認について承認する旨を宣する。 

 日程第３、教育長事務報告について上程。 

 議案により 24 件について説明。 

質疑なきかを問う。 

12 番目の銀山地区学校運営協議会の部分の、義務教育学校開校に向けた

グランドデザインというのはどのような内容か。 

今までも小学校であれば６年間、中学校であれば３年間でこのような学

校にしたいという学校経営方針がありましたが、それを銀山小中学校の校

長先生で協議しながら、小学校１年生から中学校３年生までで、どういう

子どもを育てたいのか具現化して、原々案を作り上げました。それを学校

運営協議会の皆さんに見ていただいて、そこですぐ承認ということにはな

りませんが、今後の参考までに銀山地区はこのように進めていきたいとい

う内容でございました。 

校長先生が作ったものなのか。 

銀山中の教頭先生が作って、両校長先生がこのような学校運営協議会な

どで皆さんにお知らせしようと思っております。ただ、これで決定という

ことではなく、これを基に学校運営協議会や地域の皆さんの意見を反映さ

せながら作っていきたいということで今回策定いたしました。 

小中学校で合同で作ったわけではないのか。 

合同で作っています。事務局的な役割を中学校の先生が担っていて、小

学校と協議しながら作っているという内容です。 

動き出したということか。 
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岩井教育長 

 

 

 

 

 

関井委員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関井委員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうです。今回の銀山地区の学校運営協議会は義務教育学校の関係をメ

インでお話しされていまして、その中で学校運営協議会の皆さんも視察に

行って先進地の学校を見てみたいというお話があったのと、学校運営協議

会ではありませんが、銀山の小中学校の先生方で義務教育学校の視察を考

えているということも校長先生から提案があり、その関係は今後協議して

いきますが、夏くらいには行きたいということでした。 

予算は付けられるのか。 

仁木町教育研究会という組織があり、毎年町から 28 万円くらい補助金

を出して、学校の先生方が集まって教育研究をしています。教育研究会は

後志の教育研究会があり、そこから６ブロックに分かれて仁木町と赤井川

村の研究機関があり、そして町の教育研究会があります。後志の教育研究

会が去年か一昨年くらいから全く事業を行っておらず、６ブロックも同じ

く行っていないため、仁木町だけでは研究会ができないので、仁木町でも

行わないということになりました。そのため、使わない予算があるので、

その予算を使って教科ごとの研修ではなく、小中一貫教育に向けた部会を

作れば良いのではないかと、銀山地区の校長先生の意見がありましたので、

次の仁木町教育研究会の総会で諮り、承認をいただいて予算を使わせてい

ただきたいと思っております。 

仁木地区もグランドデザインはあるのか。 

昨日指導監訪問があり、その中で提示されましたが、まだあまり進んで

いないため、これから両校長先生、教頭先生で作り上げていくというお話

はされていました。補足説明で、20 番目の小中一貫サポート事業というも

のを、先日教育局主導で行っていただいて、その中で銀山小中一貫教育の

先生方が考えたスケジュールが１枚目にありまして、銀山地区のグランド

デザインとしては、銀山地区の目指す子ども像として、「ふるさとを愛し、

自他の良さを認め合い、未来を共に生きる、銀山の子」というものを目標

にやっていきたいということで、それぞれ学校教育目標という意味で学校

の姿や子どもの姿を想定しながら、教育課程チーム、学習指導チーム、生

徒指導チームなどそれぞれの部会を設け、内容を今後協議していくという

ことでのグランドデザインを原々案として作りましたという報告を受けて

おります。１番最後のページでは、仁木地区の小中学校でも、銀山地区の

小中学校のグランドデザインのようなものを作っていかなければならない

ため、令和４年度中にやらなければならない内容を羅列して、これらにつ

いて進めていくということで協議をしているという内容でございます。今

後小中一貫教育の関係については、小中一貫教育推進会議というものをこ

れから立ち上げて、校長先生や教頭先生、学校運営協議会の委員の皆さん、

仁木地区、銀山地区から代表者の方、学識経験者などが入った中で、まず

仁木町全体の小中一貫教育を決めてから、仁木地区、銀山地区それぞれの
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全員 

岩井教育長 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 

菊地次長 

岩井教育長 

関井委員 

菊地次長 

岩井教育長 

 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

菊地次長 

委員会を立ち上げて具体的な協議をしていき、学校運営協議会との連携を

図りながら進めていくのが良いのではないかと考えております。 

他に質疑なきかを問う。 

なし。 

日程第３、教育長事務報告について承認する旨を宣する。 

日程第４、報告第１号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定

に関する件について上程。 

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。 

異議なし。 

本件は、秘密会として取り扱うこととします。 

～秘密会により割愛～ 

 

日程第５、報告第２号 令和４年度特別支援教育就学奨励児童生徒の認

定に関する件について上程。 

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。 

異議なし。 

本件は、秘密会として取り扱うこととします。 

～秘密会により割愛～ 

 

日程第６、議案第１号 令和４年度仁木町役場等複合施設空調機更新・

新設工事に関する件について上程。 

事務局に説明を求める。 

議案により説明。 

質疑なきかを問う。 

空調はエアコンのことか。 

エアコンです。 

エアコンが役場庁舎建設後 20 数年経っており、エアコンの元になる部

分が古くなってきて効きが悪くなっております。それで全部更新したいと

いうことで町で準備していただいて、それに併せて町民センターも行うと

いうことで、今回工事を発注したいと考えているところでございます。 

他に質疑なきかを問う。 

なし。 

日程第６、議案第１号 令和４年度仁木町役場等複合施設空調機更新・

新設工事に関する件について承認する旨を宣する。 

日程第７、議案第２号 仁木町修学旅行等キャンセル料補助金交付要綱

の制定に関する件について上程。 

事務局に説明を求める。 

議案により説明。 
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岩井教育長 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

菊地次長 

岩井教育長 

関井委員 

岩井教育長 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

全員 

岩井教育長 

 

 

 

 

 
 

関井委員 
 

岩井教育長 
 
 
 
 
 

関井委員 
岩井教育長 

 

質疑なきかを問う。 

なし。 

日程第７、議案第２号 仁木町修学旅行等キャンセル料補助金交付要綱

の制定に関する件について承認する旨を宣する。 

日程第８、議案第３号 令和４年度余市郡仁木町一般会計補正予算（第

２号）のうち、教育費に関する件について上程。 

事務局に説明を求める。 

議案により説明。 

質疑なきかを問う。 

抗菌処理は無料ではなかったのか。 

町民センターと山村開発センターは無料で行っていただいておりました

が、学校関係は原価が張ってお願いできなかったので、予算を付けて行っ

ていただこうと考えております。 

他に質疑なきかを問う。 

なし。 

日程第８、議案第３号 令和４年度余市郡仁木町一般会計補正予算（第

２号）のうち、教育費に関する件について承認する旨を宣する。 

日程第９、協議案第１号 当面する教育諸問題に関する件について上程。 

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。 

異議なし。 

本件は、秘密会として取り扱うこととします。 

～秘密会により割愛～ 

 

次に、２ 当面する行事日程について説明。 

令和４年第７回仁木町教育委員会定例会の日程は、７月 29 日（金）の午

後６時 00 分から開催することといたします。 

３ その他について各委員から報告等なきかを問う。 

以前、学校の先生の服装について言われていたときがあったと思うが、

今は言われていないのか。 

今は何も言われていません。今の指導監は服装よりも教え方などに視点

を置いて指導される方で、指導監によって指導する視点が変わります。今

スーツで指導をされている先生は本当に何人かしかおらず、ジャージや動

きやすい格好が多いようです。指導するのであれば一貫性を持った指導で

なければ、先生方が戸惑ってしまうのではないかと思いますので、その辺

は１回教育局と話す必要があると思っております。 

教育局に話して指摘を受けたら困るのではないか。 

私が教育委員会に来たときの指導監が厳しい人で、その方はジャージで

も駄目だと言う方でした。指導監が変わって学校に指導が入ったときにま
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加藤職務代理者 

 
岩井教育長 

 
全員 

岩井教育長 
 
 
 

た怒られるというのも嫌なので、何か機会あれば話合いたいと思います。 

きちんとした格好でなければいけないときもあるかもしれないが、子ど

もと先生だけのときは良いと思う。 

参観日のときはきちんとした格好をしています。 

他に質疑なきかを問う。 

なし。 

日程第９、協議案第１号 当面する教育諸問題について協議を終了する

旨を宣する。 

他になきことを認め、第６回仁木町教育委員会定例会を、閉会する旨を

宣する。 
（閉会 午後６時 51 分） 

 


